
別 添 ２  

○ 環 境 省 令 第 九 号  
南 極 地 域 の 環 境 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 九 年 法 律 第 六 十 一 号 ） 第 三 条 第 五 号 及 び 第 十 三 号 並 び に

第 七 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に 基 づ き 、 南 極 地 域 の 環 境 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 元 年 十 月 七 日  

環 境 大 臣  小 泉 進 次 郎  

南 極 地 域 の 環 境 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

南 極 地 域 の 環 境 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 九 年 総 理 府 令 第 五 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重

傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 当 該 対 象 規 定 全 体 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ

う に 改 め 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ
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を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を

新 た に 追 加 す る 。  
改       正       後  改       正       前  

別 記 （ 第 一 条 関 係 ）  別 記 （ 第 一 条 関 係 ）  

第二十三南極特別保護地区 第二十三南極特別保護地区 
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第二十八南極特別保護地区 第二十八南極特別保護地区 
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第四十一南極特別保護地区 第四十一南極特別保護地区 

リュツォ・ホルム湾のラングホブデの雪鳥沢 

この地区は、リュツォ・ホルム湾東岸のラングホブデにあり、南緯

６９度１４分の緯度線、東経３９度４８分の経度線、南緯６９度１５

分の緯度線、南緯６９度１５分東経３９度４５分２０秒の地点と南緯

６９度１４分３２秒東経３９度４３分１秒の地点を結ぶやつで沢の右

岸線、同地点と南緯６９度１４分３１秒東経３９度４２分５７秒の地

点を結ぶロープによって示されている境界線、同地点と南緯６９度１

４分東経３９度４４分２０秒の地点を結ぶラングホブデの海岸線によ

り囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 

リュツォ・ホルム湾のラングホブデの雪鳥沢 

この地区は、リュツォ・ホルム湾東岸のラングホブデにあり、南緯

６９度１４分の緯度線、東経３９度４８分の経度線、南緯６９度１５

分の緯度線、南緯６９度１５分東経３９度４５分２０秒の地点と南緯

６９度１４分３２秒東経３９度４３分１秒の地点を結ぶやつで沢の右

岸線、同地点と南緯６９度１４分３１秒東経３９度４２分５７秒の地

点を結ぶロープによって示されている境界線、同地点と南緯６９度１

４分１７秒東経３９度４３分１２秒の地点を結ぶラングホブデの海岸

線、同地点と南緯６９度１４分１３秒東経３９度４３分２３秒の地点

を結ぶロープによって示されている境界線及び同地点と南緯６９度１

４分東経３９度４４分２０秒の地点を結ぶラングホブデの海岸線によ

り囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 
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第四十二南極特別保護地区 第四十二南極特別保護地区 

スヴァルトハマレン 

この地区は、ドロンニング・モード・ランドのプリンセス・アスト

リ海岸の棚氷の北端から内陸に約２００キロメートルのところにあり

、南緯７１度５４分３秒東経５度７分４７秒の地点を起点とし、同地

点からスヴァルトハマレンの崖線を北北東に進み、南緯７１度５３分

１６秒東経５度９分２４秒の地点に至り、同地点から当該崖線を南東

スヴァルトハマレン 

この地区は、ドロンニング・モード・ランドのプリンセス・アスト

リ海岸の棚氷の北端から内陸に約２００キロメートルのところにあり

、南緯７１度５４分３秒東経５度７分４７秒の地点を起点とし、同地

点からスヴァルトハマレンの崖線を北北東に進み、南緯７１度５３分

１６秒東経５度９分２４秒の地点に至り、同地点から当該崖線を南東
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に進み、南緯７１度５５分４７秒東経５度１４分２５秒の地点に至り

、同地点から東方、北から７７度の方角に引いた直線を東北東に進み

、南緯７１度５５分４４秒東経５度１５分１４秒の地点に至り、同地

点から東方、北から１１６度の方角に引いた直線を東南東に進み、南

緯７１度５５分５１秒東経５度１６分５秒の地点に至り、同地点から

西方、北から１５６度の方角に引いた直線を南南西に進み、南緯７１

度５６分１０秒東経５度１５分３７秒の地点に至り、同地点から西方

、北から９２度の方角に引いた直線を西北西に進み、南緯７１度５６

分１１秒東経５度１４分２４秒の地点に至り、同地点から西方、北か

ら３２度の方角に引いた直線を北北西に進み、南緯７１度５５分４７

秒東経５度１３分３７秒の地点に至り、同地点から西方、北から６８

度の方角に引いた直線を西北西に進み、南緯７１度５５分４１秒東経

５度１２分４７秒の地点に至り、同地点から西方、北から３２度の方

角に引いた直線を北北西に進み、南緯７１度５５分４８秒東経５度１

１分３４秒の地点に至り、同地点から西方、北から１１７度の方角に

引いた直線を西南西に進み、南緯７１度５５分１１秒東経５度１０分

５８秒の地点に至り、同地点と起点を結ぶハマルクレバス帯の端の線

を北西に進み、起点に至る線により囲まれた区域（次の地図の斜線部

分）から成る。 

に進み、南緯７１度５５分４７秒東経５度１４分２５秒の地点に至り

、同地点から東方、北から７７度の方角に引いた直線を東北東に進み

、南緯７１度５５分４４秒東経５度１５分１４秒の地点に至り、同地

点から東方、北から１１６度の方角に引いた直線を東南東に進み、南

緯７１度５５分５１秒東経５度１６分５秒の地点に至り、同地点から

西方、北から１５６度の方角に引いた直線を南南西に進み、南緯７１

度５６分１０秒東経５度１５分３７秒の地点に至り、同地点から西方

、北から９２度の方角に引いた直線を西北西に進み、南緯７１度５６

分１１秒東経５度１４分２４秒の地点に至り、同地点から西方、北か

ら３２度の方角に引いた直線を北北西に進み、南緯７１度５５分４７

秒東経５度１３分３７秒の地点に至り、同地点から西方、北から６８

度の方角に引いた直線を西北西に進み、南緯７１度５５分４１秒東経

５度１２分４７秒の地点に至り、同地点から西方、北から３２度の方

角に引いた直線を北北西に進み、南緯７１度５５分４８秒東経５度１

１分３４秒の地点に至り、同地点から西方、北から１１７度の方角に

引いた直線を西南西に進み、南緯７１度５５分１１秒東経５度１０分

５８秒の地点に至り、同地点と起点を結ぶハマルクレバス帯の端の線

を北西に進み、起点に至る線により囲まれた区域（次の地図の斜線部

分）から成る。ただし、トロール基地（南緯７１度５３分２２秒東経

５度９分３４秒）の外縁から１０メートル以内の区域は除く。 

第五十一南極特別保護地区 第五十一南極特別保護地区 
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第五十四南極特別保護地区 第五十四南極特別保護地区 
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第七十一南極特別保護地区 第七十一南極特別保護地区 
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第七十三南極特別保護地区 第七十三南極特別保護地区 
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別 表 第 四 南 極 史 跡 記 念 物 （ 第 八 条 関 係 ）  別 表 第 四 南 極 史 跡 記 念 物 （ 第 八 条 関 係 ）  

番 号  名       称  位      置  

一 ～ 九 十 二  （ 略 ）  （ 略 ）  

番 号  名       称  位      置  

一 ～ 九 十 二  （ 略 ）  （ 略 ）  
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九 十 三  千 九 百 十 四 年 か ら 千 九 百

十 五 年 に か け て 行 わ れ た

ア ー ネ ス ト ・ シ ャ ク ル ト

ン 率 い る 南 極 横 断 探 検 隊

に よ り 使 用 さ れ た 沈 没 船

「 エ ン デ ュ ア ラ ン ス 」 号  

不 明  

九 十 四  カ ー ル ・ ア ン ト ン ・ ラ ー

セ ン 船 長 に よ り 建 て ら れ

た 石 塚  

南 緯 六 十 四 度 十 四 分 十 三

・ 〇 六 秒 西 経 五 十 六 度 三

十 五 分 七 ・ 五 秒  

 

（ 新 設 ）  

 

 

 

 

 

  

（ 新 設 ）  

 

 

  

 

 

 

別 表 第 六 南 極 特 別 保 護 地 区 ご と の 要 件 （ 第 十 二 条 関 係 ）  別 表 第 六 南 極 特 別 保 護 地 区 ご と の 要 件 （ 第 十 二 条 関 係 ）  

 南 極 特 別 保 護 地 区  要 件    南 極 特 別 保 護 地 区  要 件   

 

第 一 ～ 五 十 南 極 特

別 保 護 地 区  

（ 略 ）  
  

第 一 ～ 五 十 南 極 特

別 保 護 地 区  

（ 略 ）  
 

 

第 五 十 一 南 極 特 別

保 護 地 区  

一 ～ 五 （ 略 ）  

六  当 該 区 域 内 で 継 続 的 に 調 査 を 行 う 場 合 、

原 則 と し て 、 そ の 区 域 を 明 示 す る こ と 。  

七 ～ 十 二 （ 略 ）  

十 三  当 該 地 区 内 で は 廃 棄 物 を 処 分 し な い こ

と 。  

  
第 五 十 一 南 極 特 別

保 護 地 区  

一 ～ 五 （ 略 ）  

（ 新 設 ）  

 

六 ～ 十 一 （ 略 ）  

十 二  当 該 地 区 内 で は 廃 棄 物 を 処 分 し な い こ

と 。 た だ し 、 し 尿 の 海 域 へ の 排 出 は 除 く 。  
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  十 四 （ 略 ）     十 三 （ 略 ）   

 

第 五 十 二 ・ 五 十 三

南 極 特 別 保 護 地 区  

（ 略 ）  
  

第 五 十 二 ・ 五 十 三

南 極 特 別 保 護 地 区  

（ 略 ）  
 

 

第 五 十 四 南 極 特 別

保 護 地 区  
一 ～ 八 （ 略 ）  

（ 削 除 ）  

 

 

九 ～ 十 五 （ 略 ）  

  

第 五 十 四 南 極 特 別

保 護 地 区  

一 ～ 八 （ 略 ）  

九  原 則 と し て 、 航 空 機 は 、 当 該 地 区 の 直 上

空 域 で あ っ て 、 地 表 か ら 高 度 三 百 メ ー ト ル

以 下 の 空 域 を 飛 行 し な い こ と 。  

十 ～ 十 六 （ 略 ）  

 

 

第 五 十 五 ～ 六 十 南

極 特 別 保 護 地 区  

（ 略 ）  
  

第 五 十 五 ～ 六 十 南

極 特 別 保 護 地 区  

（ 略 ）  
 

 

第 六 十 一 南 極 特 別

保 護 地 区  

一  当 該 地 区 内 で の 活 動 は 、 他 の 場 所 で は で

き な い 科 学 的 調 査 若 し く は 教 育 活 動 又 は 必

要 不 可 欠 な 管 理 活 動 に 限 る 。  

二 ～ 十 一 （ 略 ）  

  

第 六 十 一 南 極 特 別

保 護 地 区  

一  当 該 地 区 内 で の 活 動 は 、 他 の 場 所 で は で

き な い 科 学 的 調 査 又 は 必 要 不 可 欠 な 管 理 活

動 に 限 る 。  

二 ～ 十 一 （ 略 ）  

 

 

第 六 十 二 ～ 七 十 南

極 特 別 保 護 地 区  

（ 略 ）  
  

第 六 十 二 ～ 七 十 南

極 特 別 保 護 地 区  

（ 略 ）  
 

 

第 七 十 一 南 極 特 別

保 護 地 区  

一  当 該 地 区 内 で の 活 動 は 、 他 の 場 所 で は で

き な い 科 学 的 調 査 若 し く は 教 育 活 動 又 は 必

要 不 可 欠 な 管 理 活 動 に 限 る 。  

  

第 七 十 一 南 極 特 別

保 護 地 区  

一  当 該 地 区 内 で の 活 動 は 、 他 の 場 所 で は で

き な い 科 学 的 調 査 又 は 必 要 不 可 欠 な 管 理 活

動 に 限 る 。  
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 二 ～ 四 （ 略 ）  

五  当 該 区 域 内 で 継 続 的 に 調 査 を 行 う 場 合 、

原 則 と し て 、 そ の 区 域 を 明 示 す る こ と 。  

六  科 学 的 調 査 の た め に 必 要 な 場 合 を 除 き 、

当 該 地 区 内 で は 野 営 し な い こ と 。  
七 ～ 十 三 （ 略 ）  

  

 二 ～ 四 （ 略 ）  

（ 新 設 ）  

 

五  原 則 と し て 、 当 該 地 区 内 で は 野 営 し な い

こ と 。  

六 ～ 十 二 （ 略 ）  

 

 

第 七 十 二 ～ 七 十 五

南 極 特 別 保 護 地 区  

（ 略 ）  
  

第 七 十 二 ～ 七 十 五

南 極 特 別 保 護 地 区  

（ 略 ）  
 

  

  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

第 一 条  こ の 省 令 は 、 令 和 元 年 十 月 九 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

第 二 条  こ の 省 令 の 施 行 日 前 に さ れ た 南 極 地 域 の 環 境 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 次 条 に お い て 「 法 」 と い

う 。 ） 第 六 条 の 確 認 の 申 請 で あ っ て 、 こ の 省 令 の 施 行 の 際 、 環 境 大 臣 に よ る 確 認 を す る か ど う か の
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処 分 が な さ れ て い な い も の に つ い て の 処 分 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
第 三 条  こ の 省 令 の 施 行 前 に し た 法 第 七 条 の 規 定 に よ る 確 認 は 、 同 条 第 一 項 第 三 号 の 要 件 に つ い て は

、 改 正 後 の 南 極 地 域 の 環 境 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 規 定 に 基 づ い て し た も の と み な す 。  

第 四 条  こ の 省 令 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  


